
以下のとおり公表します。 独立行政法人日本芸術文化振興会 契約担当役　理事長　河村　潤子
平成30年12月分 分任契約担当役　国立能楽堂部長　福原　秀郎

分任契約担当役　国立文楽劇場部長　農端 徹也

公益法人の区
分

国認定、都道
府県認定の区
分

応札・応募者
数

独立行政法人日本
芸術文化振興会隼
町地区複合機の賃
貸借（平成３１年４
月から６０か月間）

独立行政法人日本
芸術文化振興会・
契約担当役理事
長・河村潤子／東
京都千代田区隼町
4-1

平成30年12月13日

富士ゼロックス株
式会社／興銀リー
ス株式会社／東京
都港区赤坂9-7-3
／東京都港区虎ノ
門1-2-6

3010401026805/
3010401094447

一般競争 40,583,268
概算額（単
価契約等）

平成３１年度国立
能楽堂構内で使用
する電気の調達

独立行政法人日本
芸術文化振興会・
分任契約担当役国
立能楽堂部長・福
原秀郎／東京都渋
谷区千駄ヶ谷4-
18-1

平成30年12月19日
中部電力株式会社
／愛知県名古屋市
東区東新町１番地

3180001017428 一般競争 14,952,252
概算額（単
価契約等）

平成３１年度国立
文楽劇場構内で使
用するガスの調達

独立行政法人日本
芸術文化振興会・
分任契約担当役国
立文楽劇場部長・
農端徹也／大阪府
大阪市中央区日本
橋1-12-10

平成30年12月19日
関西電力株式会社
／大阪府大阪市北
区中之島3-6-16

3120001059632 一般競争 7,728,903
概算額（単
価契約等）

専門委員会速記取
材業務

独立行政法人日本
芸術文化振興会・
契約担当役理事
長・河村潤子／東
京都千代田区隼町
4-1

平成30年12月21日

株式会社大和速記
情報センター／東
京都港区新橋5-
13-1

5010401030061 一般競争 1,538,460
概算額（単
価契約等）

契約金額 落札率

公益法人の場合

備考

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称
及び数量

契約担当者等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及

び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商
号又は名称及び住

所
法人番号

一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格

様式３－３



以下のとおり公表します。 独立行政法人日本芸術文化振興会 契約担当役　理事長　河村　潤子
平成30年12月分 分任契約担当役　国立能楽堂部長　福原　秀郎

分任契約担当役　国立文楽劇場部長　農端 徹也

公益法人の区
分

国認定、都道
府県認定の区
分

応札・応募者
数

契約金額 落札率

公益法人の場合

備考

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称
及び数量

契約担当者等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及

び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商
号又は名称及び住

所
法人番号

一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格

様式３－３

平成３１年度「日本
芸術文化振興会
ニュース」発送業務

独立行政法人日本
芸術文化振興会・
契約担当役理事
長・河村潤子／東
京都千代田区隼町
4-1

平成30年12月25日
株式会社セルート
／東京都新宿区高
田馬場1-31-18

4011101011336 一般競争 1,415,232
概算額（単
価契約等）

会報「あぜくら」（平
成３１年５月号から
平成３２年４月号）
の製造及び封入等
業務

独立行政法人日本
芸術文化振興会・
契約担当役理事
長・河村潤子／東
京都千代田区隼町
4-1

平成30年12月26日
株式会社祥文社／
東京都江東区永代
2-35-1

4010601002885 一般競争 10,238,400
概算額（単
価契約等）

コンテンツの一部
多言語化並びにＦｌ
ａｓｈの改修（舞台
芸術教材「日本の
伝統音楽　歌唱
編」）

独立行政法人日本
芸術文化振興会・
契約担当役理事
長・河村潤子／東
京都千代田区隼町
4-1

平成30年12月28日

株式会社サイズ／
東京都渋谷区上原
1-1-8代々木公園
セントウエストテラ
ス3Ｆ

4011001058502 一般競争 918,000

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


